
 

令和４年度事業計画 

 

我が国経済は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響下にあるが、令和３年９月末の

緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の解除以降、厳しい状況は徐々に緩和され、持ち

直しの動きがみられた。しかし、今後とも、オミクロン株を含めた新型コロナウイルス感

染症による内外経済への影響、原材料の供給や価格の動向による経済の下振れリスクや、

金融資本市場の動向等に十分注視する必要があり、予断を許さない状況が続くものと見ら

れる。 

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、長期にわたる外出自粛等による生活様式の

変化の中で、多くの業界では市場環境が変わり、以前のような状態には回復していない状

況にある。製パン業界においても、在宅需要の高まりから量販店等で一時的に売上が増加

したものの最近では伸び悩んでいるとともに、売上が減少したコンビニエンスストアやフ

レッシュベーカリー等でも厳しい状態が続いている。また、消費者の節約志向は、昨今の

物価上昇を受けて更に強まっているように感じられる。 

加えて、他の食品業界と同様、当会会員にとっても、小麦、油脂、糖類等の原材料や包

材の価格、電気・ガス・ガソリン等のエネルギーコスト及び人件費の高騰は、経営に極め

て大きな影響を及ぼしている。 

このような厳しい環境の中ではあるが、製パン業界は、食料の安定供給という非常に重

要な使命を果たすべく、食品の安全確保及び従業員の感染予防対策を引き続き徹底しつつ、

変化する消費者ニーズに的確に対応した製品とサービスの提供に努めていく必要がある。 

また、原材料・資材等の高騰に関しては、他業界と同様、企業努力の限界を超えている

ため、本年1月より会員各社がそれぞれ製品価格の値上げを実施したが、この価格改定が

消費者に受け入れられるよう、間違いのない施策を講じていく必要がある。加えて、コロ

ナ禍の下での世界的な経済状況の変化の中で、日頃より、パン製造に不可欠な原材料・資

材について、その需給動向を注視し、安定的に調達していかなければならない。さらに、

消費者に誤解を与えないような適切な食品表示、適正な取引の推進、プラスチック

削減・脱炭素・食品ロス削減等の環境問題への対応、パン食の普及等にも引き続き

取り組んでいくことも重要である。 

このため、当会としては、会員が一致協力して諸課題に適切に対応し、持続的に

発展していけるよう、令和４年度において、下記の取組を積極的に実施していく。 

 



 １ 

記 

 

 

１ 新型コロナウイルス感染症にかかる関連情報提供の充実等 

  国民にとって必要不可欠なパン製品の安定供給という使命を達成するためには、各会 

 員において新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を徹底し、クラスターを発生させ

ないこと等により事業を継続していくことが極めて重要である。このため、行政機関等

からの新型コロナウイルス感染症にかかる関連情報提供の充実に努めていくとともに、

必要に応じ諸要請を行う。 

 

２ 主原料及び原材料対策の推進 

（１）主原料である小麦について、政府売渡価格制度の適切な運用、内外価格差の是正を

引き続き求める。 

（２）また、パンの製造に必要不可欠な小麦、バター、小豆等の原材料の安定的確保のた

め、これらの需給等に係る情報収集等に努めるとともに、雑豆輸入制度の適切な運用 

を行う。 

 

３ 食品の安全性確保、品質管理に関する対策等の推進 

（１）製パン業界として、食の安全・安心の確保を図るため、これらに係る施策等の適切

な情報の提供、意見交換等を行うとともに、各社において細菌面における衛生管理の 

強化に自主的に取り組む。 

（２）ＨＡＣＣＰの制度化に対応して、厚生労働省から承認を受けた「ＨＡＣＣＰの考え

方を取り入れたパン類の製造における食品衛生管理の手引書」の活用を引き続き推進

する。 

 

４ 食品表示の適切な推進 

（１）今後とも、消費者に誤認を与えることなく、消費者の自主的・合理的な商品選択に

資するよう、表示に係る法令、自主基準の遵守を徹底するとともに、既存の表示に関

する自主基準について、会員の意向等を確認しつつ、必要に応じて、内容見直しや定

着等を進める。 

（２）添加物不使用等の強調表示について、消費者庁の「食品添加物不使用の表示に関す

るガイドライン」等を踏まえ、科学的根拠に立ったあるべき姿の実現に向けて取り組

む。 

 

５ 適正な取引の推進 

農林水産省の「食品製造業者・小売事業者間の適正取引推進ガイドライン」等を活

用しつつ、引き続き、関連法令への適切な対応等を通じ、製パン業界のあるべき姿の

実現を目指して努力していく。 



 ２ 

６ 物流対策の推進 

物流改善に関する情報の提供、意見の集約を行う。 

 

７ 災害時等緊急時の対応と体制整備 

  阪神・淡路大震災、東日本大震災及び近年頻発している大災害時の経験を踏まえ、緊

急事態発生時に必要な対応を行うとともに、危機管理対応体制の整備・強化を図る。 

 

８ パン食の普及啓発及び消費拡大 

（１）パン食普及協議会を中心とした、各地の広報活動支援、ホームページ等を通じた情

報発信の充実、人材育成支援及び国産小豆の利活用のための事業実施等を通じて、パ

ン食の普及啓発事業を推進する。 

（２）学校パン給食推進協議会を中心とした、各地の学校パン給食に係る活動や諸課題解

決のための取組を支援する。 

（３）消費者との対話や問い合わせ・苦情処理及び広報活動を行う。  

 

９ 環境問題への対応 

（１）環境問題の解決に向けて様々な対策が進められる中、プラスチックの削減や省エネ

ルギー・脱炭素対策に関する情報の共有・提供、当会の自主行動計画のフォローアッ

プ、関係機関への意見提出等適切な対応を行う。 

（２）プラスチック容器包装リサイクル制度に関しては、今後、容器包装と製品の一体的

回収等を内容とする新たな制度構築やリデュース等の取組の推進が行われることとな

るが、食品産業センター及びプラスチック容器包装リサイクル推進協議会と連携し、

製パン業界として不合理な負担が増えること等がないよう、活動を継続的に行う。 

（３）食品ロス削減の主な取組である発注リードタイムの適正化に向けて、関係団体の研

究会に参画する等の対応を行う。 

 

１０ その他製パン業の経営基盤に係る諸課題への対応 

外国人を含む人材の確保、労務・安全対策等も含めて製パン業の経営基盤に関連す

る諸課題に適切に対応する。 

 

１１ 各種会議等の開催やＷｅｂの積極的活用 

（１）上記の諸課題に適切に対応するため、定例会議、科学技術委員会、物流等改善委員

会、労務研究会等を引き続き定期的に開催し、一層の情報提供や意見交換を行う。ま

た、必要に応じて、関係者間の会合、行政機関・団体関係者等による説明会を開催す

る。 

（２）各種会議や意見交換・説明会については、対面方式とともに、新型コロナウイルス

感染症予防や業務効率化等を踏まえ、Ｗｅｂの積極的な活用を図る。 

  

 



 ３ 

１２ 関係行政機関及び関連団体との連携等の強化 

製パン業界を巡る様々な課題に関しての必要な対策の検討や要請を行うとともに、

製パン業の一層の発展・社会的地位の向上や当会組織の強化・拡充を図るため、関係

行政機関及び食品・小麦粉等関連団体との連携や意見交換等の活動を積極的に行う。

また、パン産業振興議員連盟とも引き続き連携する。さらに、会員間あるいは関連業

界との交流・親睦のための活動を行う。 

 

  




